
年末年始の交通安全運動
実施期間　令和元年１２月６日（金）～令和元年１２月１５日（日）

　　　 　　令和２年１月８日（水）～令和２年１月１７日（金）

① 子供と高齢者の交通事故
防止

③ 自転車の安全利用の促進 ④ 歩行者の保護

☆横断中 の 高齢者等には、
思いやりのある 運転を お願いします。

☆車のライト に 反射する、反射材 を
身につけるようにしましょう！

☆飲酒運転 は 犯罪です。　
絶対にやめましょう！

☆飲んだら、乗らない！
乗るなら、飲まない！

☆歩行者の安全な通行を第一に優先
し、「人に優しい運転」 を心がけましょ
う。
☆横断歩行者を守り、思いやりのある
運転をしましょう。

② 飲酒・暴走運転の根絶

☆夜間 は ライトを 点灯しましょう。
☆子供や高齢者には、ヘルメットを
着用させるようにしましょう。

高知県交通安全推進県民会議
事務局（高知県文化生活スポーツ部県民生活・男女共同参画課）



飲酒運転の根絶

　「少ししか飲んでないから」　「距離が近いから」　  

その軽い気持ちが命取り！

自転車安全利用五則
　

　１　自転車は車道が原則、歩道は例外
　２　車道は左側を通行
　３　歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
　４　安全ルールを守る
　５　子どもはヘルメットを着用

　
　　　　　　　　

自転車通勤・通学の皆さん

☆携帯電話を使いながらや、
音楽を聴きながらの運転は
危険です！

☆高齢者や子供を見かけたら、
徐行するなど思いやりのある運
転をお願いします。

　「仮眠すればアルコールが抜ける」　　  

　　  

わずかなお酒でも、運転能力、判断能力を鈍らせるおそれが
あります。

STOP

飲んだら
運転しない！させない！


